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Ⅰ はじめに  

茨城町では令和３年８月、「茨城町新たな文化的施設基本構想」を策定し、町の文化

芸術の振興策および「新たな文化的施設」の検討経緯、施設整備に向けた基本方針、施

設計画、事業計画等を示しました。以後、これに基づいて基本設計、実施設計が進めら

れ、令和６年度には本体工事に着手する計画としています。 

令和５年度に至るまで本町では、和室や調理室などを含む公民館機能を有する茨城

町駒場庁舎と、町内唯一の大規模集会施設である茨城町立中央公民館大ホールが町民

の文化活動の拠点として活用されてきました。しかしながら、中央公民館大ホールは建

設から約 50 年が経過し、雨漏りなど老朽化が著しい施設であることから、本年９月に

解体工事に着手しており、新たな文化的施設はその役割を引き継ぐ必要があります。加

えて、駒場庁舎や中央公民館大ホールでは不十分であった機能を補う施設として、大き

な音を出す活動が可能な防音性能を備えた諸室や、プロによる音楽・演劇公演の開催に

も対応できるホール設備等を整備するほか、文化芸術に身近に触れることができる鑑

賞の場や、地域・世代間の新たな交流が生まれる場といった新たな役割を担っていくこ

ととしています。 

「茨城町新たな文化的施設管理運営計画」は、これまでの検討の成果をもとに、また

ワークショップの実施によって聴取した町民の意見を参考にしながら、新たな文化的

施設の管理および運営について具体的指針を示すものです。 

 

１ 管理運営計画の位置づけ  

本施設に関わる計画全体の流れのうち、管理運営計画の位置づけは以下のとおりで

す。新たな文化的施設の管理運営にかかる基本方針および、事業、貸館、組織、広報、

収支の各事項に関する指針を定めます。 
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２ 新たな文化的施設の基本方針 

令和３年に策定した「茨城町新たな文化的施設基本構想」において、新たな文化的施

設が目指す姿及び基本方針、そして５つの柱を定めています。 

  

（1） 新たな文化的施設が目指す姿 

「既存の文化施設の課題」や「町の文化芸術活動の方向性」を踏まえると、新たな文

化的施設には、「気軽に参加でき」、「地域・世代間の交流が生まれる」ことが求められ

ることから、既存の文化施設では成しえない、様々な取り組みを図り、その上で、既存

の文化施設と連携しながら、文化・芸術活動の裾野の拡大や地域コミュニティの拡大な

ど、効果的な活用を図っていく必要があります。 

また、文化芸術活動への「参加者の減少」「高齢化」「若年層の参加率の低下」により、 

文化芸術を支える基盤の脆弱化が懸念されることから、新たな文化的施設が目指す姿

を以下のとおりとします。 

施設の整備に当たっては、施設が目指す姿を実現するために、施設の基本方針や５つ

の柱を定め、それらに基づき、地域の活性化やにぎわいを創出する施設の整備を図りま

す。 

 

 

 

 

（2） 基本方針 

音楽，演劇，ダンスなど様々な人々が文化芸術活動を行える自主活動の場を提供しま

す。音楽ワークショップや演劇ワークショップなど，参加者の体験と学びを通じて，自

主的な文化活動が行われる環境を醸成することのできる施設とします。 

鑑賞の場として，普段触れることの少ない質の高いものから気軽なものまで，コンサ

ートや演劇など文化芸術に触れる施設とします。また，自宅にいても文化芸術活動に参

加できる環境づくりを検討します。 

世代を問わず，誰もが気軽に利用でき，日常的に地域間，世代間の交流が生まれる施

設とします。さらに，県内外に住む人達との多様な交流を促進し，町の魅力向上を図り

ます。  

世代を問わずだれもが気軽に文化芸術にふれ，楽しみ，活動できる空間 
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（3） ５つの柱 

① ホール用途は単に興業目的でなく，主に町民が日頃の成果を発表できる施設 

② ホールに加えて，町民が日常的に文化芸術活動を行える諸室を備えた施設 

③ 子ども連れにも，ゆっくり文化芸術の鑑賞や活動ができる施設 

④ 世代を問わず，誰もが気軽に利用できる施設 

⑤ 屋外で，日常的にイベント等が開催できる施設 

 
 

 

 

  

文化芸術の振興だけでなく，町の活性化や賑わいを創出する 
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Ⅱ 管理運営計画  

１ 管理運営の基本方針  

新たな文化的施設の４つの運営方針を下記のとおり定めます。 

  

運営方針１ 

生み、育てる 

鑑賞→体験→練習→発表の一連のサイクルにより、町の新たな文化芸術を

生み、育てる 

新たな文化的施設では、様々なジャンルの鑑賞・体験ができるプログラムを実施し、文化

芸術に触れられる環境を整備します。こうした鑑賞・体験から、活動をはじめるきっかけづ

くりを行い、町内の文化活動の活性化を図ります。文化活動を行う人・団体が十分な練習を

行えるよう、活動に適した諸室の紹介等の支援を行い、活動者のステップアップを目指した

育成講座の実施も検討します。 

また、初心者から長年活動している人、個人で活動している人も団体で活動している人も、

誰もが定期的に発表できる機会を提供します。   

鑑賞→体験→練習→発表のサイクルにより、自主性・創造性を育み、自主的・主体的な文

化活動を振興します。新たな文化的施設から新しい文化活動が生まれ、発展していくことを

目指します。 

 

運営方針２ 

つくりあげる 
町民が主役となり、町民の力でつくりあげる文化創造拠点を目指す 

施設の運営、事業の企画、事業の実施等、あらゆるタイミングで町民が参画できる仕組み

をつくります。 

町民同士のつながりから新たなネットワークを生み出し、地域の活動者や特産品、その他

事業者等、様々な地域資源を掘り起こして、それらの活用・連携を積極的に行います。 

また、町民が中心となって、地域資源を活かした町ならではの新たな事業を創造し、企画・

制作・実施・出演まで一貫して町民が関わり、町民の力で最初から最後まで創りあげる事業

の実施を目指します。 

こうした活動で中心となって活躍できる人材の育成、創造性豊かな人材の発掘を行い、新

たな文化的施設がそれぞれの特技を活かせる地域での活動の場となるような環境づくりを

継続して行います。 
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運営方針３ 

ひろげる 

町内外に文化芸術活動の輪をひろげ、いつでもどこでも誰でも気軽に活動に

触れられる環境を整備する 

施設の中だけにとどまらず、その他公共施設、学校や保育園、幼稚園、老人ホーム等の町

内の様々な場所でアウトリーチ1活動を行う、それぞれの自宅でも楽しめるコンテンツを配

信する等、あらゆる方法で、誰もが文化芸術活動に参加し、文化芸術を身近に感じられる環

境づくりに努めます。 

新たな文化的施設から発信する活動を町全体、そして町外へもひろげていくため、開館前

から継続して広報宣伝活動にも力を入れて取り組みます。 

 

運営方針４ 

つなぎ、交わる 

人と人をつなぎ、世代を超えた交流を促進する町民のための憩いの場を 

提供する 

特別な催事がない日にも町民が日常的に足を運ぶような、安心して過ごせる場、全ての年

代に開かれた場、何もしなくても心地よく過ごせる場を提供し、誰もが楽しみ、憩える居場

所づくりに努めます。 

来館する人それぞれの希望に沿った過ごし方ができる、誰にとっても居心地の良いサー

ドプレイスを提供するため、利用者の希望に寄り添った運営を行います。 

交流を望む人に対しては、気軽に参加できるワークショップを紹介する、やりたいことが

近い人や団体とつなぐ等、世代を問わず多様な交流のきっかけを提供し、思いがけない出会

いや新たなつながり、新たな交流が生まれるような運営を行います。 

施設での多様な交流を通じて、豊かで活気のあるまちづくりに寄与する空間とします。 

  

 
1 アーティストを学校や福祉施設などへ派遣し、ミニコンサートや参加体験型事業、レクチャーなどを行

う館外活動のこと。出前事業。 
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２ 事業計画  

（1） 基本的な考え方 

令和４年度から令和５年度に実施した町民ワークショップや、基本構想での検討を

もとに、本施設の事業実施方針を以下のように定めます。 

 

 舞台芸術公演やアート作品展示から、気軽に参加できる各種講座まで、あらゆる鑑賞と

体験の機会を設けます。文化芸術に身近に触れられる場として幅広い鑑賞事業を企画し、

芸術鑑賞の間口を広げるほか、鑑賞のその先にある参加・体験の機会を充実させることで、

町民の文化芸術への多様な関わり方を支援します。 

事業イメージ ・音楽、演劇、伝統芸能などの各種公演 

 ・映画や映像を使ったアートなどの鑑賞会 

 ・各種体験型ワークショップ  など 

 

 季節に合わせたお祭りや地元食材を使った食のイベントなど、誰もが気軽に立ち寄り

参加できる催事の実施により、施設全体、ひいては地域全体の賑わいを創出します。また、

世代や地域を超えた交流や、活動や境遇を同じくする仲間同士のマッチングを促進し、人

と人との繋がりを生み出す事業を展開します。 

事業イメージ ・夏祭り、餅つき大会 

 ・“遊び”を通した三世代交流会 

 ・他市町村との交流イベント  など 

 

施設利用者の文化芸術活動がより充実したものとなるよう、発表機会の創出や貸出し

環境の整備、町内他施設との連携強化等を行います。また自主的な活動に訪れる人だけ

でなく、ふらりと立ち寄った人にとっても居心地よく楽しい空間を作ります。 

事業イメージ ・文化祭など、町民による成果発表の場 
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 ・カフェやキッチンカーによる憩いの場の提供 

 ・共用部を活用した作品展示、館内装飾  など 

 

 町民が講師となる講座や、町の特産品を使った食のイベントなど、町民と協働しながら、

町の魅力を再発見できるような事業に取り組みます。年齢、性別、障がいの有無等に関わ

らず誰もが活躍できる環境の創出に努め、事業の面でも、町全体の取り組みである「町民

協働によるまちづくり」に貢献します。 

事業イメージ ・町民講師による各種講座、体験会 

 ・町の特産品を扱うマルシェ 

 ・町内の企業や店舗と共同開催する子どもの仕事体験  など 

 

 日頃から文化芸術活動に取り組む町民だけでなく、これまで関わりの少なかった人や

企業、教育機関等とも協働し、新しい文化芸術の創造に繋げます。地域の名所や地元にゆ

かりのあるアーティストのような魅力ある場所や人と連携しながら、施設の中だけでな

く町全体に働きかけ、文化活動の更なる活性化とすそ野の拡大を図ります。 

事業イメージ ・地元ゆかりのアーティストによるアウトリーチ企画 

 ・町の歴史的名所を巡るスタンプラリー 

 ・地元企業の協賛、協力によるイベント  など 
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（2） 年間計画のイメージ 

自主事業の実施方針をもとにした、開館後のイベントカレンダーのイメージを以下

に示します。自主文化事業としては、ホールでの鑑賞系催事を実施するとともに、公演

と連動したワークショップや体験会を積極的に企画します。その他、町民ワークショッ

プのアイデア等を最大限活かしながら、施設の設置目的に寄与する事業を計画します。 

 

＜想定イベントカレンダー＞  

時期 会場 自主・共催事業イメージ 

4 月 ホール ・鑑賞事業①音楽交流フェスティバル 

諸室 ・若い世代を対象とした運動教室①前半 4 回 

屋外 ・自転車の乗り方教室 

5 月 ホール ・鑑賞事業②舞踊 

・自転車の展示・販売会 

諸室 ・ホール公演と連動したダンスワークショップ 

・若い世代を対象とした運動教室①後半 4 回 

屋外 ・町の歴史的名所を巡るスタンプラリー 

・防災体験ブースの出展① 

6 月 ホール ・鑑賞事業③クラシック音楽 

・長生大学 開講式 

諸室 ・町にゆかりある芸術家とのワークショップ① 

・町民講師によるハンドメイドワークショップ・展示 

屋外  

7 月 ホール ・鑑賞事業④映画・映像上映 

・高校生向け就職説明会 

諸室 ・ホール公演と連動した展示 

屋外 ・スポーツフェスティバル 

8 月 ホール ・鑑賞事業⑤伝統芸能 

・施設内探検（バックステージツアー）① 

諸室 ・ホール公演と連動した伝統芸能体験 

・町にゆかりある芸術家とのワークショップ② 

屋外  

9 月 ホール ・鑑賞事業⑥文化人講演会 

・町民によるステージ発表会、文化祭 

諸室 ・若い世代を対象とした運動教室②前半 4 回 

屋外 ・大階段や共用部を使ったアートイベント 

・アウトドア用品展示イベント（屋外、ホール、キャンプ場連動） 

10 月 ホール ・鑑賞事業⑦サーカス・大道芸 

諸室 ・ホール公演と連動した体験ワークショップ 

・地産食材活用イベント（屋外連動） 

・若い世代を対象とした運動教室②後半 4 回 

屋外 ・地産食材活用イベント（諸室連動） 

11 月 ホール ・鑑賞事業⑧手作り楽器パフォーマンス 
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・町民祭 

諸室 ・ホール公演と連動した工作ワークショップ 

・町にゆかりある芸術家とのワークショップ③ 

屋外 ・いばらきまつり、町民祭 

・防災体験ブースの出展② 

12 月 ホール ・鑑賞事業⑨クリスマスコンサート 

・施設内探検（バックステージツアー）② 

諸室 ・ホール公演と連動した楽器クリニック 

屋外 ・イルミネーション、ライトアップ 

1 月 ホール ・鑑賞事業⑩民俗芸能 

・成人式 

諸室 ・遊びを通じた 3 世代交流会 

・茨城町の民芸品開発連続ワークショップ① 

屋外  

2 月 ホール ・鑑賞事業⑪子ども向けステージ 

・町民の日記念式典／人づくり推進事業 講演会 

諸室 ・ホール公演と連動した親子向け体験会 

・町にゆかりある芸術家とのワークショップ④ 

・茨城町の民芸品開発連続ワークショップ② 

屋外  

3 月 ホール ・鑑賞事業⑫お笑いライブ 

・大学生向け就職説明会 

諸室 ・茨城町の民芸品開発連続ワークショップ③ 

屋外  

通年 ホール  

諸室 ・障がい者による物品販売事業（諸室、共用部）[週1 回～半年に 1 回程度]  

・障がい者やその家族への障がい福祉相談会[月 1 回程度] 

屋外 ・キッチンカーを活用した茨城町「食」事業[週 1 回程度] 

その他 ・地元ゆかりのアーティストやボランティア等による学校、福祉施設等への

アウトリーチ[随時] 

・施設内共用部を利用した防災クイズラリー[常設展示] 
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（3） プレ事業 

1) 基本方針 

プレ事業は開館前のテスト期間でありながら、新施設の周知や町民参加の第一歩と

いった重要な役割を担います。自主事業全体の実施方針に照らしながら、プレ事業の

方針を以下のように定めます。 

本施設の整備についてまだ知らない人に向けた周知の機会となる事業を行います。

また本施設を既に知っている人には、開館をより楽しみにしてもらえるようアピール

し、町全体の期待と関心を高めます。 

 

本施設は、町民協働により一人一人の活躍の場を広げることを目指しています。そ

のためプレ事業の段階から町民の積極的な参加を呼びかけ、一緒に活動していくこと

で“わたしたちの施設”という意識を喚起し、開館後の協働へとつなげていきます。 

 

プレ事業が一過性のものとして完結するのではなく、開館記念事業、さらには開館

後の事業へと連続していくよう、企画内容を検討します。同時に、開館後の連携・協

働に向けた人材発掘・育成の第一歩と捉え、将来を見据えた事業となることを目指し

ます。 

 

2) 実施期間 

令和４年度から既に一部のプレ事業について準備を開始していますが、令和５年度

からは実施段階へ移行します。令和８年度の開館へ向けて、随時プレ事業を企画、実

施していきます。 

 

3) プレ事業の内容例 

町民ワークショップで寄せられたアイデアや、既に取り組みが始まっている事業を

もとに、プレ事業の具体的イメージを以下に示します。 

【開催内容イメージ】 

・リージョナルシアター事業2（令和４年度申請、令和５年度実施） 

 
2 （一財）地域創造が提供する、創造性豊かな地域づくりや職員育成を目的とした事業。演劇の表現者が

派遣され、演劇の手法を使ったワークショップなど、地域独自のプログラムを共に企画、実施する。 

新たな文化的施設の存在を広く町民に知らせ、開館に向けた期待を高める 

早期から町民参加の機会を設け、町民協働の基礎をつくる 

開館後へ続く取り組みの起点とし、長期的な視点を取り入れる 
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・茨城町立中央公民館の解体に伴うさよならイベント（壁面へのメッセージ書込み

など） 

・建設現場の仮囲いを活用したアート、メッセージの書込み 

・建設現場見学会 

・町民の日を記念した関係者向けホールお披露目公演 

・開館記念事業での発表に向けた制作や練習（アート制作、ダンス、演劇など） 

・アウトリーチによる鑑賞事業 

・SNS を活用した施設 PR 

・ラッピングバスによる町内外への宣伝 

・施設の愛称募集 

 

（4） 開館記念事業 

1) 基本方針 

開館記念事業では、多くの町民と開館を祝い、共に町を盛り上げる機会とするとと

もに、プレ事業からの繋がりや開館後の事業への発展を引き続き意識した取り組みが

必要です。そこで、開館記念事業の方針を以下のとおりとします。 

施設の開館を祝い、皆で喜びを共有するとともに、開館当初だけでなく事業期間全

体を通じて賑わいを創出するバランスの良い事業計画とすることで、広く町の賑わい

拠点として認知されることを目指します。 

 

開館を記念した特別感だけでなく、プレ事業での取り組みを踏まえ、またその後の

継続・発展を見越した事業展開とすることで、本施設の将来に対する期待感を高めま

す。 

本施設は、これまでの茨城町にはない新たな機能や性格を有します。したがって、

開館記念事業を通して施設の存在のみならず様々な使い方、過ごし方を紹介し、以降

の町民の利用の可能性を広げます。 

 

2) 実施期間 

開館後、半年から 1年間程度を開館記念事業期間と定めます。 

 

多彩なラインナップにより新たな文化的施設の可能性を提示する 

町民とともに開館を祝い、事業期間を通じた賑わいを創出する 

プレ事業からの蓄積を活かし、また開館後の発展を期待させる事業とする 
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3) 開館記念事業の内容例 

町民ワークショップで集まったアイデアをもとにした具体的な事業イメージは次の

とおりです。 

【開催内容イメージ】 

・町ゆかりの著名人等による公演（お笑いライブ、音楽ライブ、講演会など） 

・キッチンカー、花火、お祭りなど人が集まる仕掛け 

・制作や練習の成果発表（アート、ダンス、音楽など） 

・町に関する展示や紹介 

・アーティストとの連携による作品制作、公開（音楽、ラジオ、アートなど） 

・新施設の体験会（ゲーム大会、施設探検、ドローン撮影など） 

・ポスターやインターネット等を使った施設 PR 

 

4) 開館記念事業実行委員会 

プレ事業期間から開館後へと町民協働の取り組みを繋げていく観点から、町民によ

る開館記念事業の実施を目的とした実行委員会の設置を検討します。町民ワークショ

ップの参加者を中心にメンバー募集を行い、事業の企画から実施まで、あらゆる段階

で町民の力を発揮できる場となるよう、順次調整を進めます。 
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３ 貸館計画 

本施設では、世代を問わず誰もが文化芸術活動を楽しめる場として、誰にとっても使

いやすく、また賑わいづくりに資するような規則を定める必要があります。 

したがって、施設の設置条例および条例施行規則の策定、またそれに基づく使用規則

等の決定時には、次のような考え方を基本とします。 

 

（1） 休館日 

本施設は、これまでより施設規模が大きく、かつ複雑になることから、限られた職員

数による管理運営の中にあっても、十分な保守点検や安全管理を行える体制を整える

必要があります。 

このため、周辺施設の休館日の設定状況等も踏まえ、定期休館日は原則として週に一

日とし、年末年始は 12 月 29 日から 1 月 3 日を休館とします。また全館設備点検等の

ため、必要に応じて臨時休館日を設けることがあります。 

 

（2） 開館時間 

開館時間は8:30～22:00を原則とします。後述するとおり施設の貸出開始時刻は9:00

ですが、余裕を持った開館時間とすることで、手続きに訪れる利用者の利便性や満足度

の向上を目指します。 

 

（3） 使用時間区分 

利用者の入れ替え時間を適切に確保し、施設の原状回復の確認等を十分に行って快

適に利用できる環境を整えるため、ホールおよびその他諸室の使用時間区分は、午前

（9:00～12:00）、午後（13:00～17:00）、夜間（18:00～22:00）の 3 区分制とします。 

屋外広場については、短時間の利用やイベントでの終日利用など、ホールおよびその

他諸室とは異なる利用形態も考えられることから、占有貸出しを行う場合は 1 時間ご

との時間貸しや 1 日単位での貸出しなど、利用想定に合わせた柔軟な設定を検討しま

す。 
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（4） 申し込み時期・方法 

○申し込み時期 

利用者の申し込み時期については、全国的な傾向や周辺施設の状況を鑑み、大型イベ

ント等の開催のため早期の施設予約が想定されるホールや屋外広場は 12 カ月前から、

その他の諸室は 6ヶ月前から開始することを原則とします。ただし、開館初年度はこの

限りではない場合があります。 

＜施設申し込み時期＞ 

施設 申込み時期 

ホール・屋外広場 使用日の 12 カ月前の月の 1 日から使用の 14 日前まで 

その他諸室 使用日の 6 ヶ月前の月の 1 日から使用の前日まで 

例）ホールの申し込み時期イメージ 

 

 

○支払い方法 

施設窓口への使用申請に伴い、使用料を現金納入することとします。ただし、これま

でどおり納付書による支払いも可能とするなど、利用者の選択肢を広げる方策につい

て引き続き検討します。 

なお窓口の受付時間は、役場の開庁時間に準じ 8:30～17:15 を基本としますが、開館

日に合わせ土日祝日も受付を行います。 

 

○利用調整 

利用者は先着順の受付とします。なお、インターネット予約システムを導入する場合

は最適な利用調整の方法についても併せて検討を行います。 

 

（5） 使用料の考え方  

使用料金は、茨城県内や近県の類似施設および現在の中央公民館大ホール、駒場庁舎

の料金と比較し、バランスに配慮しながら、多くの方々にとって利用しやすい設定とし

ます。同時に、施設の運営にかかる経費と受益者負担の観点を整理し、安定的かつ持続

的な施設運営を可能とする料金体系とすることも重要です。 

貸出備品類についても、施設の使用料とは別に、他施設との比較を行いながら料金を

設定するものとします。 
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○減免・割増基準 

減免基準については、町民による文化芸術活動の支援と更なる活性化を目的として、

類似施設および現在の中央公民館大ホール、駒場庁舎の基準を参考に検討します。 

また本施設の目指す姿や基本方針等を踏まえ、営利目的での施設利用に対する使用

料の割増制度導入を検討します。 
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４ 組織計画   

（1） 基本的な考え方 

新たな文化的施設では、運営方針の実現に向けて、多様な事業を実施できる体制を構

築するほか、町民の積極的な管理運営への参画を促す環境を整備する必要があります。 

組織計画にあたっては、運営の基本となる人員を確保することに加えて、専門人材を

十分な人数で配置し、施設で働く人員や、管理運営に参画する町民がそれぞれの能力を

活かせる体制を組むことが重要です。更には、新たな能力の開発、向上が期待できる環

境も望まれます。 

本項では、以上の考え方をもとに、施設運営者に求められる組織のあり方と、町民参

画を推進するための新たな取り組みや組織作りについての指針を示します。 

 

（2） 運営手法の比較  

直営あるいは、指定管理のどちらを選択する場合でも、それぞれにメリットとデメリ

ットがあります。運営主体の特徴を活かし、課題を解決するための方策やその実現性も

合わせて判断する必要があります。 

運営主体を直営/指定管理者とした場合のメリットとデメリットについては以下の

とおりです。 

項目 直営 指定管理 

事業面での 
費用 

・予算の確保や運用面での縛りが多
く、効率性や収益性のインセンティブ
が働きにくい 

・予算の柔軟な運用や効率的な運営
が可能 

△ ◎ 

ランニング 
コスト 

・どちらを選択してもかかる費用に大きな変動はない 
※一般財団法人地域創造「令和 2 年度公立文化施設の運営情報調査報告」
に基づく試算による 

○ ○ 

人件費 ・どちらを選択したとしても基本的に必要となる人員体制に大きな変動はない
ため、人件費も大差はない 
※令和 3 年度 茨城町職員平均給与費等及び令和 3 年度 厚生労働省「賃
金構造基本統計調査」に基づく試算による 

・人件費分はもともと町の職員として
予算をもっているため、新たにかかる
ことはないが、町役場の人件費を施
設の人件費として振り替えてみたとき
には、自治体職員のほうがやや費用
が多くかかる傾向にある 

・人件費分の予算を用意する必要が
ある 

○ ○ 

行政内部の 
ネットワーク 

・文化政策や関連部署と連動性が高
い 
・自治体組織内での連携（教育、福
祉、まちづくり等）ができる 

・指定管理者の所管課が積極的にサ
ポートしないと他分野との連携は図り
にくい 

◎ × 
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芸術分野の 
ネットワーク 

・周辺都市の公共文化施設とのネット
ワークを作りやすい 

・アーティストの招聘・出演交渉に必
要な人脈等をもっている 

〇 〇 

地域の 
ネットワーク 

・地域内各種団体との連携が図りや
すい 
・住民、教育機関、企業メセナ等との
連携が図りやすい 

（民間の場合） 
・地元企業ではない場合、地域連携を
行うためには所管課の協力が必要 
（財団等の公共的団体の場合） 
・民間企業よりは地域のつながりをも
っている 

◎ △ 

自主事業 ・見識の浅い職員が行う場合、内容の
充実は難しいが、専門の職員を雇用
できる場合やノウハウを持っている職
員を配置できる場合は、内容の充実、
事業の継続性が確保できる 

・法人形態（組織目的）によっては、非
効率・不採算な事業には消極的にな
る 
・他市・全国と同等の事業の提供が期
待できる 

△ △～〇 

アウトリーチ 
 

・担当者が庁内調整できるため実施
可能性は高い 

（民間の場合） 
・所管が関係各所に調整をとらない
と、実施しにくい 
（財団等の公共的団体の場合） 
・民間企業よりは直接調整などがしや
すい 

◎ ×～△ 

町民参加 ・地域の実情を踏まえた運営や事業、
町民協働が可能 

・民間事業者にとっては負担が大き
く、実現が難しい 

◎ × 

専門性の 
確保 

・人事異動によるノウハウの継承が難
しく、専門的人材の継続的確保が課
題 

・専門的人材・ノウハウを有し、質の
高いサービスや事業の提供が期待で
きる 

× △～〇 

 

（3） 運営体制  

1) 運営主体について  

基本的な考え方に基づき、本施設は、町の活性化を図るため、庁内の横のつながりを

活かした事業や地域で活動されている方と連携した事業を実施し、積極的な町民参画

が行われる施設となることを目指します。そのため、運営主体については直営とするこ

とを予定しています。 

ただし、直営では職員の異動によりノウハウが継承されにくいこと、予算の柔軟な運

用がしづらいこと等のデメリットがあります。特に事業の実施については、行政職員に

とって経験が少ないため、開館当初は専門家に委託を行い、ノウハウを蓄積する等の対

策を検討します。また、舞台技術等特別な技術が必要な業務をはじめ、その他にも業務

内容によっては、民間企業への委託を検討します。直営のデメリットを踏まえたうえで

行政と民間の役割分担を整理し、新たな文化的施設において最大効果を得られる運営

のあり方を構築します。  
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2) 運営体制のイメージ 

運営組織の体制イメージは下図のとおりです。 

 
 

3) 運営人員配置の想定 

これまでの検討を踏まえ、本施設の運営に最低限必要な人員数は下記のとおりです。 

部門 人数 

統括責任者・館長 1 名 

総務部門 2 名（1 名貸館兼務） 

貸館部門 3 名（1 名総務兼務） 

自主事業・広報部門 2 名 

舞台技術部門 委託対応 

受付管理部門 3 名 

 

（4） 運営主体の業務内容  

本施設において、職員に求められる主な業務内容と職能は次のとおりです。 

部門 業務内容 

統括責任者 
館長 

・施設全体の管理運営全般の最終判断 
・町、地域、他施設等との調整、連絡 
・個人情報保護責任 
・施設の使用許可 
・他業務支援 

総務部門 ・予算執行管理 
・使用料・入場料等の出納、入金管理 
・職員の労務管理 
・委託などの契約管理 
・報告書類・説明書類等の作成、取りまとめ 
・他業務支援 

自主事業・広報 
部門 

・年間自主事業計画・事業報告の作成 
・自主・共催事業の企画・制作 
・プロモーター3・上演団体との調整、契約 
・共催、後援、協力事業の製作等 
・情報誌・ホームページ、ＳＮＳ等の発行・更新 
・チケット販売状況管理・販売促進 

 
3 コンサートなどの公演を主催・運営する興行主のこと。 
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・教育機関等との連携（アウトリーチ） 
・助成金、協賛金獲得のための申請、調整 
・地域の文化団体等の連絡調整及び文化活動の支援 
・町民参加活動の支援 

貸館部門 ・使用受付（問合せ、申請書の受付等） 
・使用者への助言（技術の所管に属するものを除く） 
・許可書類作成 
・下見・事前打合せ対応 
・鍵の貸出管理、使用前後の原状復帰確認 
・使用中の安全管理 
・使用者拡大営業 
・使用案内・パンフレット等の作成・配布 
・館内情報設備（催物案内等）の管理・設定 
・チケット販売 
・施設の維持管理業務 
・委託などの契約管理 

舞台技術部門 ・自主事業の公演等におけるプランニング、オペレーション、舞台進行 
・貸館における舞台技術の管理、簡易操作 
・下見・事前打合せ対応 
・舞台特殊設備の安全管理・日常点検 
・舞台特殊設備の保守点検立ち会い 
・備品の貸出、日常管理 

受付管理部門 ・使用受付（問合せ、申請書の受付等） 
・許可書類作成 
・鍵の貸出管理、使用前後の原状復帰確認 
・館内情報設備（催物案内等）の管理・設定 
・チケット販売 

 

（5） 町民参画  

1) 町民参画の考え方 

基本構想にも示したとおり、本町は町民協働によるまちづくりを推進しており、本施

設においても「町民協働による新しい文化芸術の創造」は重要な取り組みの一つです。

また、同様に基本構想では、SDGs4の達成に向けたミッションの一部として「地域コミ

ュニティイベント、ボランティア活動等への積極的な参画促進」を掲げており、町民と

の協働による様々な効果が期待されています。 

既に本町では、登録制の生涯学習町民講師が町の主催事業である町民教養講座で指

導を行ったり、各種ボランティア団体が文化活動を行ったりと、町民の力が町の生涯学

習、文化芸術等の施策に大きく関わっています。町民の文化活動への「参加」のみなら

ず、積極的な「参画」の機会を創出することで、これまでの取り組みを更に継続、拡大

し、本施設開館後の町民参画に繋げていくことが重要です。 

 
4 国連で合意された2030 年までの世界的な優先課題および世界のあるべき姿を定めた世界共通のゴー

ル。17 の目標と169 のターゲットで構成される。 



 

20 

 

2) 町民参画の経緯 

本施設の整備検討における町民参画の経緯は以下のとおりです。 

実施年度 実施内容 

令和３年 「茨城町新たな文化的施設基本構想」策定 

・茨城町文化的施設整備建設検討委員会の設置 

・町民アンケートの実施 

・文化協会加盟団体からの意見聴取 

・パブリックコメントの実施 

令和４年 「茨城町新たな文化的施設整備基本設計」策定 

・茨城町新たな文化的施設を考える町民ワークショップ～基本設計編～

の開催（全５回） 

・茨城町新たな文化的施設を考える高校生ワークショップの開催 

令和４～５年 「茨城町新たな文化的施設管理運営計画」策定 

・茨城町新たな文化的施設を考える町民ワークショップ～施設の運営方

法編～の開催（全５回） 

・パブリックコメントの実施 

3) 今後の展開 

町民ワークショップの中で挙げられた意見等を参考に、開館前のプレ事業段階およ

び開館後の町民参画においては、下記のような活動を推進します。施設運営者は活動の

受け皿としての組織・仕組みづくりに取り組み、町民の本施設へのあらゆる関わり方を

支援します。 

【町民参画による活動のイメージ】 

・開館記念事業実行委員会によるイベントの企画、実施 

・町民参画組織への参加 

・チケットもぎりや場内案内等、公演実施のサポート 

・情報誌の取材や編集等、広報活動のサポート 

・自主事業への町民の参加、出演 
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５ 広報計画 

本施設の広報宣伝においては、その基本方針の実現に向け、単なる事業の集客のため

の宣伝にとどまらず、日常的な賑わいの創出や文化芸術活動に関する情報の提供、貸館

利用率の向上等に資する多方面に向けた広報活動を行う必要があります。 

町民ワークショップで挙げられた情報発信に関する意見等を参考に、本施設の広報

計画を次のように定めます。 

 

（1） 広報宣伝の年次目標 

広報宣伝の実施にあたっては、開館前、開館初年度および２年目以降のそれぞれの時

期に合わせた目標を設定します。 

時 期 目 標 内 容 

開館前 ①整備状況や施設機能の周知 

②期待感の醸成 

プレ事業の開催や利用者説明会の実施など

を通して、施設の開館時期や使い方などの基

本情報を周知するとともに、新たな施設への

期待感を高めます。その他、愛称募集のよう

な開館前ならではの取り組みによって、施設

をより身近に感じられるよう工夫します。 

開館 

初年度 

①新規来館者の発掘 

②文化情報発信拠点としての 

認知度向上 

開館記念事業の開催により町内外から新規

来館者を呼び込むとともに、文化芸術に関す

る情報発信を行う施設としての認知度を高

め、施設の新たな役割を示します。 

2 年目

以降 

①利用者の拡大と定着 

②情報発信の継続 

継続的な事業実施や情報発信によって、施設

利用者の拡大と定着を図ります。またこれま

での広報宣伝の効果を検証することで、より

効果的な手段を検討し実践します。 
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（2） 広報宣伝の手法 

想定される広報宣伝の具体的手法は以下のとおりです。 

 

【広報宣伝手法の想定】 

・自主事業の実施（プレ事業、開館記念事業） 

・愛称募集の実施 

・利用者説明会の実施 

・既存のイベントや町の広報媒体の活用 

・メディアへの広告掲載・情報提供 

・広報宣伝動画の制作・配信 

・情報誌の発行 

・ホームページ、SNS 等の活用 

・パンフレット、ポスター、チラシ等の作成・掲出 

・上記各手法への町民の協力、協働 

 

（3） 開館に向けたスケジュール 

(1)で定めた年次目標の達成に向けて、令和８年度の開館までの広報宣伝スケジュー

ルの目安を以下に示します。なお、いずれの取り組みも設計・建設のスケジュール等に

応じてその要否と適切な実施時期を今後決定するものとします。 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

プレ事業     

開館記念事業     

愛称募集     

利用者説明会     

施設予約開始     

既存媒体、メディアの活用     

情報誌の発行     

インターネット活用     

施設パンフレット等配布     

町民協働による情報発信     

  

 

 

 

 

開 

館 
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６ 収支計画 

（1） 基本的な考え方 

新たな文化的施設は、これまでより規模の大きなホールを有する施設を新設するこ

と、また既存の生涯学習事業に加えて新たな自主文化事業の実施を予定していること

などから、その管理運営には多くの費用を要することが想定されます。一方で、町民が

使いやすい料金で施設を貸し出したり、参加しやすい料金で事業を実施したりする必

要があることから、その使用料や入場料だけで支出を上回る収入を得ることは難しく、

収支比率は低くならざるを得ません。 

したがって、新たな文化的施設においては、以下のような取り組みによって費用対効

果の高い施設運営を目指すことが重要です。公共施設としての役割を全うしながら、施

設の目指す姿である「世代を問わずだれもが気軽に文化芸術にふれ、楽しみ、活動でき

る空間」となるよう、適正な管理運営に努めます。 

 

＜収支改善に向けた取り組みの例＞ 

収入向上施策 

 ・適正な使用料体系の設定 

 ・利用者のニーズに即したサポート等による貸館事業の推進、稼働率の向上 

 ・入場料、参加費等の収入向上に繋がる魅力的な自主事業展開 

 ・自主事業における各種助成制度の活用 

支出節減施策 

 ・維持管理費の適切な管理や目標設定 

 ・設備の細やかな管理による予防保全 

 ・事業内容の振り返りに基づく事業費支出の精査 

 

 

（2） 文化施設の収支構造 

一般的な文化施設の主な収入と支出の項目は下表のとおりです。 

特に事業費については、収支比率の全国平均はおおよそ 50％とされており、また茨

城県内で見ても全国平均と同程度の比率となっています。今後、具体的な自主事業内容

の検討を進めるにあたっては、収支の試算を重ね、適切な予算策定を行います。 
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＜維持管理および貸館に係る主な収支項目＞ 

収入 支出 

項目 内容 項目 内容 

使用料収入 
施設の使用料、備品・設備の

使用料など 
人件費 職員給与など 

その他収入 
チケット販売受託手数料、自動

販売機設置手数料など 
委託費 

設備の点検、清掃、警備、舞台

技術員委託料などの費用 

 

光熱水費 電気、水道、ガスなどの使用料 

事務費 
通信費、印刷製本費、消耗品

費など 

修繕費 
故障、老朽化などに伴う修繕・

更新費 

 

＜自主事業に係る主な収支項目＞ 

収入 支出 

項目 内容 項目 内容 

入場料収入 チケット代、参加費など 
出演料・ 

委託料 
出演者、講師等に支払う費用 

助成金・ 

補助金収入 

国や財団等からの文化事業へ

の助成・補助 
舞台費 

台本、演出、技術、大道具、衣

装などの費用 

広告料 
公演プログラム、チラシ等への

広告の掲載料 

広報宣伝・ 

印刷製本費 

TV・新聞等への広告費やチケ

ット・チラシ等の作成費 

 

 
その他 

著作権料、保険料、事務費な

ど 

 

（参考） 

自主事業における収支比率（入場料収入額／支出額） 

全国（1177 館） 

関東甲信越静（364 館） 

茨城県（25 館） 

51.9％ 

52.7％ 

49.7％ 

出典：（公社）全国公立文化施設協会 平成 26 年度全国調査集計表 
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Ⅲ 開館までのスケジュール  

茨城町新たな文化的施設の開館までのスケジュールは次のとおりです。 

令和８年度の供用開始に向けて、令和６年度以降は町民と共にプレイベントを企画・

実施するほか、開館後の円滑な管理運営を見据えた準備を進めます。 

 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

設計・建設     

自主事業   
  

開館準備     

 

  

実施設計 新築工事 厬
披
露
目
式
典 

供 

用 

開 

始 

リージョナル 

シアター事業 
プレイベント企画・実施 

管理運営計画策定 習熟 使用規則、組織、広報等の検討・実施 

開館記念事業
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Ⅳ 参考資料  

１ 新たな文化的施設を考える町民ワークショップの開催状況 

「茨城町新たな文化的施設管理運営計画」の策定にあたっては、以下のとおり町民ワ

ークショップを開催しました。 

＜「新たな文化的施設を考える町民ワークショップ」 開催概要＞ 

 日 程 会 場 参加者数 テーマ 

第１回 
令和４年 

５月 18 日 

茨城町役場 

会議室 

17 名 
茨城町のじまん・ふまん 

施設のコンセプトを考えよう 

第２回 
令和４年 

６月 17 日 
15 名 施設に必要な機能を考えよう 

第３回 
令和４年 

７月 29 日 
13 名 諸室（様々な活動の部屋）について考える 

第４回 
令和４年 

８月 19 日 
10 名 ホール・共用ロビーについて考える 

高校生 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

令和４年 

８月 19 日 
21 名 新たな文化的施設の使い方を考えよう 

第５回 
令和４年 

９月 20 日 
10 名 これまでの検討のまとめ 

第６回 
令和４年 

12 月 14 日 
21 名 年間カレンダーをつくろう 

第７回 
令和５年 

２月 15 日 
17 名 まちに飛び出す・まちに広げる 

第８回 
令和５年 

４月 26 日 
17 名 プレ事業・開館記念事業について考えよう 

第９回 
令和５年 

６月 14 日 
15 名 施設の利用ルールを考えよう 

第 10 回 
令和５年 

８月 30 日 
15 名 

施設のアピール方法と町民参加について

考えよう 
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